
羽村駅西口土地区画整理事業に関する検証について 

 

 

【目的】 

 羽村駅西口土地区画整理事業のこれまでの変遷や経過を踏まえ、「生活環境や防災機能の

改善」、「社会経済情勢の変化への対応」などの観点から、事業のより効率的かつ効果的な方

策など、今後の事業の最適な進め方を導き出すことを目的とする。 

 

 

【検証の方法】 

 羽村駅西口土地区画整理事業と利害関係を有しない学識経験者等による検証会議を設置

し、検証を行う。 

 

 

【検証会議の役割】 

 検証会議は、これまでの事業の変遷や経過、事業の現状などを踏まえ、今後の事業の最適

な進め方を導き出すための必要な事項について議論し、その結果を市長に提言する。 

 

 

【検証の項目・視点】 

 生活環境、防災機能の改善や社会経済情勢の変化への対応などの観点から、当該地域の

市街地整備について、より効率的かつ効果的な方策について検証する。 

 本事業の実施により、施行区域内の生活の利便性や交通のアクセス性は向上する

か。 

 本事業の実施により、施行区域内の防災機能の改善は図られるか。 

 本事業は、「利便性の高い駅前市街地の再編を図るとともに、都市施設と自然が調

和した市街地の再生を図るため、道路・公園などの都市基盤整備を行い、良好な居

住環境の確保により、公共の福祉の増進に資すること」を目的として実施してきた

が、人口減少、少子高齢化が進展し、経済活動が変化している現在の社会経済状況

の中で当該地区の市街地整備にあたり、より効率的かつ効果的な方策はあるか。 

 

 

 

 

 

資料３ 



【検証会議のスケジュール】 

 検証会議は、令和 4年 9月末を目途に以下のスケジュールで開催する。 

 第 1 回  令和 4年 6月 6日（月） 

 現地視察  令和 4年 6月中 

 第 2 回  令和 4年 7月 28日（木） 

 第 3 回  令和 4年 8月 26日（金） 

 第 4 回  令和 4年 9月 20日（火） 

   ※会議結果を踏まえ、検証会議としての意見を市長に提言していただく。 

 

 

【方向性の決定】 

 検証会議からの提言を参考に、市として今後の事業の方向性を決定する。 

 

 


